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3１． 問題意識
駅前広場の諸問題

タクシーがプールから溢れ周辺道路に滞留

→駅前の混雑，駅へのアクセス性低下

→排気ガスによる大気汚染

駅まで続くタクシー２重行列
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長時間駐車（送迎バス，自家用車等）

→駅前広場の容量低下

特定施設バスの2重駐車自家用車の違法駐車
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放置自転車，清掃，防犯など

→街のイメージダウン

歩道での不法駐輪
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6新規入構が出来ない（新規高速バス，タクシー等）

→交通事業の停滞要因

→廉価な，新たな交通サービスを享受出来ない

新規タクシー
路線、高速バス
コミュニティバス

広場管理者：自治体
鉄道事業者

既存乗り入れ事業者

新たに乗り入れる場所がない
（既得権的抵抗）

乗り入れ断念
広場外

要望

調整不公平不利益



２． 目 的
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シームレス

→異なる交通モードの乗り継ぎを快適，円滑に

ユニバーサル

→全ての人が利用出来る

公共交通利用活性

→街の活性に繋がる

→駅前広場は単なる通過点

→道路空間の有効活用+中心市街地と連携した街づくり

交通結節点である駅前広場の
問題を解決することは重要

２． 目 的
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問題解決に向けて．．．

ハード施策 ・駅前広場の新設

・既存駅前広場の拡張，改良

ソフト施策 ・広場利用の運用方法改善

・一元的な駅前広場の管理 等

既存ストックの有効活用を視野に，広場全体
を管理し有効に活用するための方策を検討

ハードとソフトの連携
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駅前広場の管理とは

・広場利用承認（バス，タクシー）

・日常清掃
・構造物の維持 舗装，植栽，照明

その他道路付属物

・占有物管理 看板類，広告類
バス，タクシー上屋

・土地の管理

維持

・交通規制

・広場の多目的な活用の承認

管理



３．管理の現状
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３． 管理の現状

（１） 調査の目的

駅前広場の所有形態と維持，管理を行っている主体の関係，
及び管理の実態を把握し，現状の課題を抽出する．

（２） 対象とした駅前広場

・対象圏域 首都圏

・対象とした駅前広場

1日当り乗降客数5,000人以上の駅

※地下鉄，新交通単独の駅は除く

※2,000㎡以下の小規模広場や，道路端に看板を設置し駐停車している
だけの駅前は対象外とした．

３．１． アンケート、ヒアリング調査の概要
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（３） 対象事業者

＜鉄道事業者＞ ９／１０社

JR東日本，東武，西武，京成，京王，

東京急行，小田急，京浜急行，相鉄，新京成

＜自治体＞ ９自治体

埼玉県：３自治体

千葉県：４自治体

東京都：２自治体

鉄道事業者へのアンケート結果
では，鉄道事業者が整備，所有し
ている広場のみの回答

自治体へのヒヤリングで補完
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（４） 調査項目

① 所有、管理主体

② 利用承認の内容

・承認の単位（広場毎，駅毎，路線毎，会社全体など）

・承認対象（路線，高速，観光，企業送迎バスなど）

・承認事項（位置，車両数，その両者など）

・バース位置決めのルール

・使用料徴収の有無

（５） 得られたサンプル数

・鉄道事業者アンケート ５１７箇所

・自治体アンケート ２０箇所
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３．２． 管理主体の類型化

45

227

228

11

6

0 50 100 150 200 250

鉄道事業者所有，維持
共同所有，維持

共同所有，自治体維持
自治体所有，維持

その他

（個所数）
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① 費用拠出

・鉄道事業者は自治体に維持管理費を拠出

・自治体が一括維持

② 自治体負担

・鉄道事業者所有範囲まで道路区域に編入

・自治体が一括維持（鉄道事業者負担は発生しない）

③ 個別維持

・所有範囲をそれぞれが維持

３．３． 維持主体と費用負担
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①バス

３．４． 鉄道事業者が管理する広場の利用承認

（1） 所有主体と利用承認主体

45

6810

103

7 所有，承認；自社

所有，承認；自治体所有；共同 承認；自治体

所有；共同

承認；自社

その他

単位：箇所

承認の権限は土地の所有に起因
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②タクシー

45

46
12

163

1 所有，承認；自社

所有，承認；自治体所有；共同 承認；自治体

所有；共同

承認；自社

その他

単位：箇所

共同所有、自社承認はバスより顕著
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19（２） 利用承認の形態

① 直接承認型（バス，タクシー）

・鉄道事業者が事業者に対し直接承認

・系列事業者を所有しない鉄道事業者に多い形態

② 間接承認型（バス，タクシー）

・鉄道事業者と系列事業者間での承認

・系列事業者が他事業者の乗入れ承認

③ 第３者機関への依頼型（タクシー）

・鉄道事業者のみでは限界があるので第三者機関による
調整を依頼（２３区内。東京タクシーセンター）

④ 不干渉型（バス）

・事業者間の調整のみで鉄道事業者は関与せず

・他社の乗入れ希望がない為，意識していない
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３．５． 自治体が所有している広場の利用承認

自治体 事業者承認

＜直接承認型＞

自治体 事業者間調整追認

＜事業者間調整型＞

自治体 事業者間調整追認

＜協議会設置型 ＞

協議会報告

（１） タイプ分類

国
都道府県
市町村

公官庁、組合
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自治体 事業者間調整追認

＜協議会設置型（その１） ＞

協議会報告

（２） 協議会タイプ分類

基本的組織構成
・自治体
・警察
・バス事業者
・タクシー事業者

事務局：自治体
規約
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＜協議会設置型（その２） ＞

事業者間調整追認報告

維持管理費

スクール，企業送迎等広場使用料

自治体 協議会

警察，鉄道事業者
を除く４者で維持管
理費を均等負担

１２団体（企業送迎
等）から利用料徴収

街灯，安全施設
の維持

日常清掃
タクシー乗入れ許可

自家用車の誘導

市，警察
鉄道事業者（１社）

JR駅長
タクシー運営委員会

民間企業（２社）

A駅南口

駅前広場
管理委員
会

料金徴収内容組織構成協議会
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駅前広場条例は形骸化

東口同様、公共財産の使用に
関する条例を適用

西口

公共財産の使用に関する条例

タクシーのみ
使用料を徴収．

Ｂ市

Ｂ駅

東口

徴収根拠料金徴収所有駅

使用料徴収

・路線バスから徴収している事例は確認出来ず

・駅前広場条例

・公共財産の使用に関する条例

・タクシーのみ→公共性が認められない
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＜協議会+協会要請型＞

事業者間調整

依頼報告自治体 協議会 協会

なし日常清掃
タクシー乗入れ許可

（県タクシー協会
に調整依頼）

自家用車の誘導

市

警察

鉄道事業者（3社）

バス事業者

県タクシー協議会

Ｃ駅駅前広場
利用旅客輸送
者連絡協議会

料金徴収内容組織構成協議会
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タクシープール使
用料（特定駅のみ）

タクシー乗入れ許可

自家用車の誘導
市，警察

各駅長 （３駅）

バス （３社）

タクシー（５社）

Ｄ市道路
旅客輸送
体系整備
連絡協議
会

料金徴収内容組織構成協議会

（３） 協議会その他事例

複数駅一括管理
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公共，自家用交通別広場利用，1広場1事業者例

駅駅

北口
北口

南口

路線バス

タクシー

企業送迎

コミュニティー

自家用車

（A社）

タクシー

（B社）
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①土地の所有が管理の基本的権限

・多岐に渡る現状

・複雑な権利関係

②事業者間調整の限界

・スペースの配分が目的

・事業者間調整に依存

③協定の限界

ex）利用者から広場内の縁石が危ないので改修して

欲しいと自治体に要望があったが，鉄道事業者の
所有範囲であった為，要望を伝達する以外の対応
策は打てなかった．

３．６． 管理のまとめ
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なぜ、問題が発生し、放置されてきたのか？

①責任の所在

・管理の基本：土地所有者＝利用承認主体

・利用承認主体内部でも多岐に渡る関係部署

・問題の直接的な原因者は事業者、利用者

・自家用車は利用承認に網羅不可能

・交通規制の限界

②問題の混在

・広場内の利用に関する問題 ：土地所有者

・駅周辺の交通混雑問題 ：道路、交通管理者
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仮に土地所有者に責任があるとすると．．．
・自治体：広場全体を道路区域に指定し管理

・鉄道事業者：顧客サービスとして駅構内同様に管理

鉄道事業者は広場内の管理は可能、ただし．．．

駅周辺の交通管理を行えるツールは存在しない

歴史的変遷、多数の関係主体と複雑な権利
＋

問題の放置



４．今後の管理の方向性
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４．今後の管理の方向性

・巡回，サインカーによる誘導

・ナンバーによる乗入れ総量規制

・協会，業界団体による事業者調整

（第三者による仲裁）

・自治体主導の協議会

・ショットガン方式などによる隔地駐車場整備

４．１． 好事例の紹介

http://www.tokyo-tc.or.jp/user/u_frame.html
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（１） 電線共同溝整備事業

・道路地下空間の民間事業者による占有

・事業者を網羅した多層化された協議会制度

・途中参入の仕組みを構築（負担金制度）

・権利の継承，譲渡の仕組みを構築

全国

地方ブロック

都道府県地方部会

連絡協議会
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（２） 指定管理者制度

使用許可権あり使用許可権はなし運営権限

利用料金を決定，収受可
能

自治体からの委託料管理者の収入

原則，公募委託管理者の選定

指定管理者へ移転自治体が留保施設の管理権限

自治体から指定を受けた
法人等（営利企業，NPO
を含む）

・第三セクター

・公共団体（区整組合等）

・公共的団体（農協，自治
会等）

管理主体

指定管理者制度管理委託制度

公共以外の団体が公共物を管理する新たな制度



( C ) Mr. Hisashi ISHIZAKA, Institute for Transport Policy Studies, 2005

34

・利用状況、管理を自動的に把握

・タクシー最適配車システム（GPS・AVM）

・ショットガン方式（隔地駐車場）

・駅前混雑状況の情報提供

・スマートプレートによる交通違反取締り

広場利用の指導など

４．３． ITS技術の導入

スマートプレート
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（１）自治体の積極的関与

・巡回，誘導，規制

・第三者機関による調整，仲裁、協議会

・広域的視点： 都市間交通 高速バス

（２）自立した管理主体の組織

・土地の所有に起因しない第三者的な管理主体

・街づくり協議会，商店街等とリンク

（３）技術開発

・管理手法を勘案した計画、設計手法の確立

・ＩＴＳ技術の導入、導入に対するインセンティブ

４．４． 今後の管理の方向性
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（４）制度設計の抜本的改革に向けて

・整備，管理に関する分担方法の再構築

・新規参入，途中参入，退出を公平に行える
仕組

・情報公開

・好事例

・調整過程、結果



以上で発表を終わります。

ご清聴ありがとうございました。
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鉄道施設

土地所有者が調整・承認

バスバース バスバース バスバース

所有範囲に乗降所が位置しているので調整・承認
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駅前広場供用開始予定３０２００８

駅前広場の都市計画決定２３２００１

再開発事業の中止決定２０１９９８

区画整理、関連街路都市計画決定９１９８７

南口再開発促進協議会設立８１９８６

南口地区街づくり発起人会設立６１９８４

再開発勉強会発足－１９７８

内容経過

年数

年次

出典：首都圏自治体HPに加筆
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出典：東京タクシーセンターHP

H16.4～H17.1 9ヶ月 38件の苦情

交差点内に客待ちタクシーが駐停車し，バスの走行に
支障

バス会社赤羽駅

待ち行列が横断歩道上に及び歩行者の妨げとなって
いると市民から苦情

区役所大泉学園駅

待ち行列が前面道路に滞留市民綾瀬駅

待ち行列が明治通りに及び二重駐車の原因警察亀戸駅

待ち行列が前面道路に滞留警察鶯谷駅

待ち行列が横断歩道上におよび歩行者の障害警察目白駅

内容申告者駅名

客待ちタクシーが問題となっている広場
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駅前広場の歴史的変遷

駅

鉄道所有

～Ｓ３０

土地所有、維持は明確な取り決め

利用承認権の移行は不完全

駅

鉄道所有

自治体

１／２

駅
鉄道所有

自治体

１／４

駅

自治体

Ｓ６２～

駅

自治体

１／６


